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Ⅰ はじめに

本パンフレットは、養殖業を営まれる皆様に、安全な水産物を消費者に提供していただ

くため、水産用医薬品の使用に当たっての注意事項をまとめたものです。

水産用医薬品を使用する際には、次の４点に留意してください。

① 添付文書や使用基準を確認の上、記載されている用法・用量、使用禁止

期間・休薬期間・水揚げ禁止期間及び使用上の注意に従って適正に使用し

てください。用法・用量に従わない使用は、食品への医薬品成分の残留や

薬剤耐性菌出現の問題等を生じさせる可能性がありますので行わないでく

ださい。

② 水産試験場等の指導機関の指導を受けて使用してください。病気が発生

したら指導機関へ連絡し、病性鑑定等の診断や医薬品の使用に関する指導

を受けた後、使用してください。

③ 使用記録をつけてください。使用記録の帳簿の様式は本パンフレットの

最後と農林水産省ホームページに掲載されていますのでご利用ください。

（都道府県や地方農政局等が実施する使用状況調査にご協力ください。）

④ 使用基準の内容は必要に応じて改正されます。都道府県や組合からの

指導や情報提供に注意してください。

第２９報からの主な変更点は下記のとおりです。

○Ⅳ薬剤耐性菌に関する注意を充実しました。

○水産用ワクチン一覧（生物学的製剤）に、｢ピシバック 注 レンサα２｣、｢ピシバ

ック 注 イニエ＋イリド｣及び｢Ｍバックイニエ（かわはぎ）｣を追加しました。（表

４）

○水産用医薬品の使用記録（例）の記載を微修正（疾病名記載欄及び脚注⑥及び⑦の

追加）しました。



Ⅱ 水産用医薬品の使用に当たっての全般的な注意

承認を受けた水産用医薬品について、その効能・効果の対象となってい

る水産動物、用法・用量、使用禁止期間・休薬期間・水揚げ禁止期間

及び使用上の注意を守って使用してください。

水産用医薬品とは

○動物に使用される医薬品（動物用医薬品）のうち、水産動物に使用されるものを一般的

に「水産用医薬品」といいます。次に該当するものは全て水産用医薬品になります。

・水産動物の疾病の診断、治療、予防に使用されることが目的とされるもの。

例 ） 抗菌剤、駆虫剤、ビタミン剤、消毒剤、ワクチン

・水産動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされるもの。

例 ） 麻酔剤

承認を受けた水産用医薬品とは

○医薬品医療機器等法に基づく製造販売の承認を受けた水産用医薬品のことです。

○水産用医薬品は動物用医薬品の一種であり、承認を受けた水産用医薬品には、その容器

・包装に必ず「動物用医薬品」の文字が記載されています。

効能・効果の対象となっている水産動物とは

○その医薬品が特定の病気の治療等に有効であり、副作用も問題にならないことが承認を

受ける際の試験データにより明らかになっている水産動物のことです。

○同じ有効成分を含む医薬品でも効能・効果が異なる場合があります。

○目ごとに承認を受けている医薬品において、その対象となる水産動物の目の分類が現在

の分類学上のものと異なる場合があります。具体的な魚種名は、10ﾍﾟｰｼﾞ以降の表１「水

産動物種別医薬品一覧」を参照してください。

用法・用量とは

○「用法」とは、医薬品の使用方法のことです。餌料に混ぜて与える経口投与法、医薬品

を溶かした水に一定時間水産動物を漬けておく薬浴（浸漬）法及び水産動物に直接注射

する注射法があります。

○「用量」とは、医薬品の1回または1日の使用量のことです。経口投与法では1日に水産

動物の体重1kg当たりに与える量、薬浴法では水に溶かす量で示しています。

○用量より多くの量を与えると、副作用を起こしたり医薬品成分の食品への残留期間が長

くなる場合があります。また、用量より少ない量を与えると、効果が現れなかったり医

薬品に耐性をもつ病原菌（薬剤耐性菌）が生じて医薬品が効かなくなる場合があります。

○有効成分とは、その医薬品の効果をもつ主成分のことで、添付文書等には医薬品中の有



効成分名とその含有量が記載されています。抗菌剤では、有効成分の量は効力を示す単

位である「力価」で表示されています。

○餌料に混ぜて水産用医薬品を与える際には、近接する生け簀に医薬品が拡散し、出荷間

近の水産動物が医薬品を摂取し、水産物中に医薬品成分が残留するおそれがある場合も

あることから、その生け簀の水産動物が全量を摂取できるような量の餌に混ぜるなどの

配慮が必要です。

使用禁止期間・休薬期間・水揚げ禁止期間とは

○医薬品を最後に使用した日から、その水産動物を水揚げしてもよい日までの期間を指し

ます。（「水揚げ」とは、生け簀等の水中から養殖水産動物を取り上げることをいいま

す。）

（例）使用禁止期間が「食用に供するために水揚げする前３日間」である医薬品を

５月１日に使用した場合、水揚げできるのは５月５日からとなります。

５月１日 ５月２日 ５月３日 ５月４日 ５月５日

↑ －－－－－→

使用 ←使用禁止期間（３日間）→ 水揚げ可能

○各医薬品の使用禁止期間等は、表１(10ﾍﾟｰｼﾞ)及び表４(18ﾍﾟｰｼﾞ)でご確認ください。

使用上の注意について

○使用上の注意には、投与期間、対象動物、製品の取扱い及び保管に関する注意事項等が

記載されていますので、使用前によく読み、注意に従って使用してください。

○例えば、「過酸化水素」を含む医薬品は、液漏れや薬液への異物混入により発火する危

険性があるので、製品の取扱い及び保管に関する注意事項を守って使用してください。

食用の養殖水産動物に未承認医薬品を使用することはできません。

○未承認医薬品とは医薬品の製造販売の承認を受けていない薬剤のことです。

例 ） ホルマリン、「工業用○○」、「食品添加物用○○」、「試薬○○」、など

○承認を受けた医薬品と同じ成分を含むものであっても、未承認医薬品は使えません。

例 ） 「工業用過酸化水素」、「食品添加物用過酸化水素」、など

○食用の養殖水産動物に未承認医薬品を使用した場合は、医薬品医療機器等法違反になり

ます。

食用の養殖水産動物に使用する医薬品の個人輸入、自己製造はできません。

○自らが養殖する食用の水産動物に使用することを目的として、「医薬品の個人輸入」や

「医薬品の自己製造」した場合は、医薬品医療機器等法違反になります。



Ⅲ 抗菌剤、駆虫剤に関する注意

使用基準を守って、正しく使用しましょう。

使用基準とは

○抗菌剤、駆虫剤などは、「動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令」（以下

「使用規制省令」といいます。25ﾍﾟｰｼﾞ参照）により、「使用できる動物の種類」、「用

法・用量」、「使用禁止期間」などの使用基準が定められています。

○抗菌剤、駆虫剤などは、使用基準を守って使用しなければいけません。使用基準を守っ

て使用すれば、食べても問題のない水産物として出荷できます。

○使用基準を守らず、出荷した水産物に医薬品成分が残留基準値を超えて残留した場合、

回収や廃棄の対象となり、損害は使用者の自己負担となります。また、使用基準に違反

して医薬品を使用した場合、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する。」との規定により処罰の対象となります。

○使用基準の表示例

注意：本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第８３条の４の規定に
基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品ですので、使用対象動
物（すずき目魚類）について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。

すずき目魚類 ：食用に供するために水揚げする前◆日間

あ対象動物 使用禁止期間（休薬期間）

＜表示例＞

動物用医薬品 水産用○○○（商品名）

効能・効果
すずき目魚類： ○○菌病による死亡率の低下

用法・用量

魚体重１kg当たり、●gを餌料に均一に
混ぜて、▲日間投与する。

注意－使用基準の定めるところにより使用すること

動物用医薬品
水産用○○○

使用基準は、囲み枠に記載



＜ 投与量の計算方法（例） ＞

合計魚体重が２ﾄﾝの魚に、主成分の含有割合が「本剤１g中に100mg(力価)」、用法・

用量が「魚体重１kg当たり１日量として50mg(力価)を飼料に混合し経口投与」である

医薬品を与える場合の１日投与量は、

・２ﾄﾝ（＝ 2,000kg）の魚に１日に与える医薬品の主成分の量(力価)は、

50mg(力価)/1kg･1日 × 2,000kg ＝ 100g(力価)/1日

・100g(力価)の主成分を含む医薬品の量（●g）は、

1g：100mg(力価) ＝ ●g：100g(力価) → ●g ＝ 1,000g ＝ 1 kg

医薬品を使用したら使用記録を付けましょう。

○使用基準が定められた医薬品を使用した場合は、使用記録を付けて保管しましょう。

＜使用記録の記載事項＞

① 使用した年月日

② 使用した場所（生け簀・池番号等）

③ 使用した水産動物の種類、疾病名、尾数及び平均体重

④ 使用した医薬品の種類（有効成分又は品目名）

⑤ 使用方法及び使用量

⑥ 水揚げできる年月日

⑦ 実際に水揚げした年月日

⑧ 出荷先

○使用記録は医薬品の使用に問題がないことの証拠になります。

○使用基準のない医薬品を使用した際にも、使用記録を付けることを推奨します。

一部の医薬品等について、獣医師による適応外使用等が制限されます。

○未承認医薬品や人用医薬品など食用の養殖水産動物に使用することが認められていない

医薬品や薬剤については、獣医師が診断しその医薬品や薬剤が食品中へ残留しないよう

使用方法や出荷制限期間を指示することを条件に、食用の養殖水産動物への使用（獣医

師による適応外使用等）が認められていますが、以下の１５成分を含む医薬品や薬剤は、

獣医師の診断と指示に基づくものであっても、食用の養殖水産動物に使用できません。

使用記録の帳簿の例を本紙28ページと

農林水産省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しています。

ご活用ください。

オラキンドックス、カルバドックス、クマホス、クロラムフェニコール、クロルスロン、

クロルプロマジン、ジエチルスチルベストロール、ジメトリダゾール、ニトロフラゾン、ニ

トロフラントイン、フラゾリドン、フラルタドン、マラカイトグリーン、メトロニダゾール、

ロニダゾール



Ⅳ 薬剤耐性菌に関する注意

抗菌剤を使用すると薬剤耐性菌が出現することがあります。

薬剤耐性菌とは

○抗菌剤に抵抗性を持つ（その抗菌剤が効かない）細菌のことです。

○下図のとおり、抗菌剤の使用により薬剤耐性菌のみが増える（選択される）場合があり

ます。

○水産動物の病気の原因となる細菌が薬剤耐性菌の場合、抗菌剤が効かないことがありま

す。

○薬剤耐性菌が水産物などを介して人に伝播した場合、抗菌剤が十分に効かず、人の治療

が困難になる可能性があり、注目されています。

薬剤耐性対策アクションプラン

○薬剤耐性に対して取り組むべき対策をまとめた薬剤耐性対策アクションプランが平成28

年4月に関係閣僚会議で決定されました。

○アクションプランには、人や家畜における対策に加え、水産分野においても取り組むべ

き対策が盛り込まれています。主な対策は下記のとおりです。

①養殖業者や自治体担当者を対象とした講習会や研修会の実施・充実

②養殖水産動物用の抗菌剤を使用する際の、魚類防疫員等の専門家による指導体制の

強化



③水産分野における薬剤耐性に関する動向調査・監視の強化

④養殖水産動物用ワクチンの開発・使用の推進

薬剤耐性菌の選択と伝播を抑えるために

○真に必要な時のみ抗菌剤を使用することを徹底しましょう。

○養殖場の衛生管理を徹底することにより、養殖水産動物の健康を維持し、病気の発生を

予防しましょう。

○適切なワクチン接種は、病気の発生予防に効果的であり、抗菌剤の使用頻度を抑えるこ

とに繋がります。

○病気の発生状況やその原因菌の薬剤耐性の状況などに関する情報を関係者（養殖業者、

指導機関、動物用医薬品業者等）間で共有し、一丸となって取り組みましょう。

抗菌剤の使用に当たっては、指導機関に相談してください。

薬剤耐性菌を考慮した適切な抗菌剤の使用方法

○抗菌剤の使用にあたっては、水産試験場等の指導機関とよく相談の上、発生した病気を

特定し、その病気に適した抗菌剤を使用しましょう。なお、抗菌剤が効く病気は、その

原因が細菌の場合のみであり、ウイルスによる病気に使用しても効果はありません。

○病気の原因となる細菌が薬剤耐性菌の場合、抗菌剤が効かないことがありますので、水

産試験場等の指導機関に、使用予定の抗菌剤が効くかどうか調べてもらってから、用法

・用量や使用上の注意に従って使用しましょう。

○用法・用量や使用上の注意に従わない使用（低濃度で長期間投与する使用方法等）は、

薬剤耐性菌の出現を助長しますのでやめましょう。



Ⅴ 水産用ワクチンに関する注意

ワクチンの使用に当たっては、必ず指導機関の指導を受けてください。

魚病対策と水産用ワクチン

○これまでの魚病対策は、抗菌剤等による治療が主体でしたが、近年、多くの水産用ワク

チンが承認され、魚病対策は治療から予防へと進展しつつあります。

○水産用ワクチンは、魚が病気にかかることを予防するとともに、抗菌剤等と比べて、食

品中や環境中へ医薬品成分が残留するおそれが低いことから、より安全な水産物の生産

に寄与します。

○ワクチンは、投与する水産動物が健康でなければ十分な免疫ができないため、ワクチン

の効果を最大限に発揮させるためには、その適正な使用だけでなく、適切な飼育管理、

衛生管理が重要です。

○ワクチンを投与してから動物の体内に免疫ができるまでには、数日から１週間程度かか

ります。このため、病気の発生時期を考慮し、前もって投与してください。病気が発生

してからワクチンを投与しても十分な予防効果は得られません。

水産用ワクチンの購入及び指導機関の指導

○ワクチンを使用する場合は、使用前に指導機関に連絡し、使用前の指導及び水産用ワク

チン使用指導書の交付を受けてください。

○ワクチンを購入する際には、交付された水産用ワクチン使用指導書を動物用医薬品の販

売店に提示し、必要量を購入してください。

○水産用ワクチンを正しく使用するため、その使用に当たっては、都道府県の水産試験場

等の指導機関の指導を受けてください。

水産用ワクチンの使用状況及び使用結果の調査への協力のお願い

○指導機関が水産用ワクチンの使用状況及び使用結果の調査を実施します。ワクチンの有

効性などを評価する上で貴重な資料となりますので、ご協力をお願いします。本調査結

果は、水産用ワクチンの品質、有効性及び安全性を定期的に評価するためのみに使用し

ます。



アジュバントを含むワクチンを使用した場合は、水揚げ禁止期間（使用

制限期間）を守って出荷しましょう。

○ワクチンの種類によっては、「アジュバント」と呼ばれるワクチンの免疫効果を増強す

る成分を含むものがあります。

○アジュバントを含むワクチンを注射した魚では、注射部位にアジュバントの成分が残留

することがあるため、アジュバントの成分が残留するおそれのある期間を「水揚げ禁止

期間」として使用上の注意に記載されています。

○アジュバントを含むワクチンの使用に当たっては、以下の事項を守ってください。

① 水揚げ禁止期間を守って出荷しましょう。

② ワクチンの使用時には記録を付け、その記録を保管しましょう。

③ ワクチンを使用した魚を出荷する時には記録を確認し、水揚げ禁止期間が過ぎて

いることを確認しましょう。

④ ワクチンを使用した魚を中間魚として出荷する場合には、出荷先に対してワクチ

ンを使用した日及び水揚げ禁止期間を明示し、適切に伝達しましょう。

○平成26年12月にアジュバントを含むワクチンにおける水揚げ禁止期間の設定に関する考

え方が変更になり、各ワクチンに現在設定されている水揚げ禁止期間が変更される場合

があります。今後の情報にご留意ください。

（アジュバントを含むワクチンにおける水揚げ禁止期間の設定に関する考え方の変更に

ついての詳細は、以下の農林水産省のホームページをご覧ください。）

・食用動物用ワクチンの使用制限期間の見直し

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/index.html

（ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 動物用医薬品 内）



Ⅵ 承認されている水産用医薬品

表１：水産動物種別医薬品一覧（ワクチンなどの生物学的製剤を除く）

１.すずき目魚類に使用できる医薬品 ：使用基準の範囲

すずき目魚類 ：

区　　　分 有効成分

ビブリオ病 抗菌・抗生物質 チアンフェニコール 経口投与 50 mg/kg・日 １５日間 ５～７日間

スルファモノメトキシン又はそのナ
トリウム塩

経口投与 200 mg/kg・日 １５日間 －　

塩酸オキシテトラサイクリン 経口投与 50 mg（力価）/kg・日 ３０日間 －　

アルキルトリメチルアンモニウムカ
ルシウムオキシテトラサイクリン

経口投与 50 mg（力価）/kg・日 ２０日間 －　

類結節症 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 経口投与 30 mg/kg・日 １６日間 ※ 

オキソリン酸（懸濁水性剤） 経口投与 20 mg/kg・日 １６日間 －　

チアンフェニコール 経口投与 50 mg/kg・日 １５日間 ５～７日間

フロルフェニコール 経口投与 10 mg/kg・日 ５日間 ５日間

安息香酸ビコザマイシン 経口投与 10 mg（力価）/kg・日 ２７日間 ５日間

ホスホマイシンカルシウム 経口投与 40 mg（力価）/kg・日 １５日間 ６日間

アモキシシリン 経口投与 40 mg（力価）/kg・日 ５日間 ４～７日間

アンピシリン 経口投与 20 mg（力価）/kg・日 ５日間 ※ 

エドワジエラ症 抗菌・抗生物質 ホスホマイシンカルシウム 経口投与 40mg（力価）/kg・日 １５日間 ６日間

連鎖球菌症 抗菌・抗生物質 フロルフェニコール 経口投与 10 mg/kg・日 ５日間 ５日間

塩酸リンコマイシン 経口投与 40 mg（力価）/kg・日 １０日間 ※ 

アルキルトリメチルアンモニウムカ
ルシウムオキシテトラサイクリン

経口投与 50 mg（力価）/kg・日 ２０日間 －　

塩酸ドキシサイクリン 経口投与 50 mg（力価）/kg・日 ２０日間 ３～７日間

エリスロマイシン 経口投与 50 mg（力価）/kg・日 ３０日間 ５日間

ジョサマイシン 経口投与 50 mg（力価）/kg・日 ２０日間 ５日間

エンボン酸スピラマイシン 経口投与 40 mg（力価）/kg・日 ３０日間 ７～10日間

ノカルジア症 抗菌・抗生物質 スルファモノメトキシン又はそのナ
トリウム塩

経口投与 50 mg/kg・日 １５日間 －　

（注 意）

○使用できるのは、承認された医薬品のみです。表中の有効成分を含むものであっても、未承認

　の医薬品は使用できません。

○表１の「用量」には、特に断りのない場合、魚体重１kg当たり１日に投与する有効成分の量で

　投与できる最大量を記載しています。使用に際しては、医薬品の添付文書等に記載されている

　用量に従って適正に使用してください。

○用量（投与期間）欄中の※印は、製品により投与期間が異なりますので、使用前に必ず容器等

　に記載されている「用法・用量」を確認してください。投与期間が用法用量に書かれていない

  場合でも、使用上の注意で最大投与期間が決められていることがありますので、よく確認して

  から使用してください。

ぶり、まだい、まあじ、かんぱち、すずき、しまあじ、ひらまさ、くろまぐろ、ぶりひら、
ひらあじ、くろだい、ちだい、へだい、いしがきだい、ふえふきだい、こしょうだい、
にざだい、すぎ、おおにべ、にべ、きじはた、くえ、あら、いさき、まさば、ごまさば、
めじな、ティラピア、など

用量
(投与期間)

対象
魚種名

使用禁止
期間

用　　量適応症
対象医薬品

用法

すずき
目魚類



（１.すずき目魚類に使用できる医薬品　続き）

区　　　分 有効成分

抗菌・抗生物質 スルフイソゾールナトリウム 経口投与 200 mg/kg・日 １０日間 －　

ノカルジア症 抗菌・抗生物質 スルフイソゾールナトリウム 経口投与 50 mg/kg・日 １０日間 －　

駆虫剤 プラジクアンテル 経口投与 150 mg/kg・日 １０日間 ３日間

過酸化水素 薬浴 現場海水１m
3
当たり1kg 3分間

（マリンサワーSP30の場合）

－　

えらむし(ビバ
ギナ･タイ)

駆虫剤 過酸化水素 薬浴 現場海水１m
3
当たり1kg 3分間

（マリンサワーSP30の場合）

－　

餌料性肝臓障害 アミノ酸製剤 グルタチオン 経口投与 20 mg/kg・日 －　

駆虫剤 プラジクアンテル 経口投与 15 mg/kg・日 １０日間 ３日間
－　

白点病 駆虫剤 塩化リゾチーム 経口投与 20 mg(力価)/kg・日 ７日間

２.にしん目魚類に使用できる医薬品 ：使用基準の範囲

にしん目魚類 ：

区　　　分 有効成分

ビブリオ病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 経口投与 20 mg/kg・日 ２１日間 ３～５日間

塩酸オキシテトラサイクリン 経口投与 50 mg（力価)/kg・日 ３０日間 －　

せっそう病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 経口投与 10 mg/kg・日 ２１日間 ５～７日間

魚卵消毒 消毒剤 ブロノポール 薬浴 〔連日薬浴〕
飼育水1L当たり0.1mL、1日1回30
分間連日薬浴
〔間歇薬浴〕
飼育水1L当たり0.2mL、1日1回30
分間、隔日若しくは3日に1度の薬
浴
（いずれもパイセスの場合）

－　

ビブリオ病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 経口投与 20 mg/kg・日 ２１日間 ３～５日間

フロルフェニコール 経口投与 10 mg/kg・日 １４日間 ５日間

スルファモノメトキシン又はそのナ
トリウム塩

経口投与 150 mg/kg･日 ３０日間 －　

スルファモノメトキシンナトリウム 薬浴 1%食塩水1t当たり10kg 10分間 １５日間 －　

塩酸オキシテトラサイクリン 経口投与 50 mg（力価)/kg・日 ３０日間 －　

せっそう病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 経口投与 10 mg/kg・日 ２１日間 ５～７日間

フロルフェニコール 経口投与 10 mg/kg・日 １４日間 ５日間

スルファモノメトキシン又はそのナ
トリウム塩

経口投与 150 mg/kg･日 ３０日間 －　

スルファモノメトキシンナトリウム 薬浴 1%食塩水1t当たり10kg 10分間 １５日間 －　

塩酸オキシテトラサイクリン 経口投与 50 mg（力価)/kg・日 ３０日間 －　

連鎖球菌症 抗菌・抗生物質 塩酸オキシテトラサイクリン 経口投与 50 mg（力価)/kg・日 ３０日間 －　

魚卵消毒 消毒剤 ブロノポール 薬浴 〔連日薬浴〕
飼育水1L当たり0.1mL、1日1回30
分間連日薬浴
〔間歇薬浴〕
飼育水1L当たり0.2mL、1日1回30
分間、隔日若しくは3日に1度の薬
浴
（いずれもパイセスの場合）

－　

用量
(投与期間)

ビブリオ病
類結節症

用量
(投与期間)

使用禁止
期間

ぶり
のみ

適応症 用法 用　　量

休薬期間
：３日間

対象
魚種名

くろま
ぐろを
含むす
ずき目
魚類

対象
魚種名

適応症

すずき
目魚類

まだい
のみ

にしん
目魚類

(海水
中で養
殖され
ている
もの)

にしん
目魚類

（淡水
中で養
殖され
ている
もの。
ただ

し、あ
ゆを除
く。)

対象医薬品
用法 用　　量

使用禁止
期間

住血吸虫(カル
ジコラ･オピス
トルキス）

ぎんざけ、にじます、やまめ、あまご、いわな、さくらます、さつきます、あゆ、など

対象医薬品

はだむし(ベネ
デニア･セリオ
レ）



（２.にしん目魚類に使用できる医薬品　続き）

区　　　分 有効成分

抗菌・抗生物質 スルフイソゾールナトリウム 経口投与 200 mg/kg･日 １５日間 －　

魚卵消毒 消毒剤 ポビドンヨード 薬浴 50 mL/10L 15分間（水産用ｲｿｼﾞ
ﾝ液10％,水産用ﾈｵﾖｼﾞﾝ液の場
合）

－　

ビブリオ病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 経口投与 20 mg/kg・日 １４日間 ※ 

オキソリン酸 薬浴 水1t当たり10g 5時間 １４日間 －　

フロルフェニコール 経口投与 10 mg/kg･日 １４日間 ５日間

スルファモノメトキシン又はそのナ
トリウム塩

経口投与 100 mg/kg･日 １５日間 －　

スルファモノメトキシン及びオルメ
トプリム配合剤

経口投与 50 mg/kg・日 １５日間 ５～６日間

抗菌・抗生物質 スルフイソゾールナトリウム 経口投与 200 mg/kg･日 １５日間 －　

魚卵消毒 消毒剤 ブロノポール 薬浴 〔連日薬浴〕
飼育水1L当たり0.1mL、1日1回30
分間連日薬浴
〔間歇薬浴〕
飼育水1L当たり0.2mL、1日1回30
分間、隔日若しくは3日に1度の薬
浴
（いずれもパイセスの場合）

－　

３.こい目魚類に使用できる医薬品 ：使用基準の範囲

区　　　分 有効成分

エロモナス病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 経口投与 10 mg/kg･日 ２８日間 ５～７日間

カラムナリス病 抗菌・抗生物質 スルフイソゾールナトリウム 経口投与 200 mg/kg･日 １０日間 －　

イカリムシ症 駆虫剤 トリクロルホン（メトリホナート） 薬浴 飼育水1t当たり0.3g ５日間 －　

魚じらみ症 駆虫剤 トリクロルホン（メトリホナート） 薬浴 飼育水1t当たり0.3g ５日間 －　

ビブリオ病
冷水病

対象
魚種名

こい、どじょう、なまず、ふな、ほんもろこ、など

用量
(投与期間)

対象医薬品
用法 用　　量

使用禁止
期間

用量
(投与期間)

さけ科
魚類
のみ

あゆ
のみ

こい、
ふな
のみ

こい目魚類 ：

こい目
魚類

こい
のみ

対象医薬品
用法 用　　量

対象
魚種名

適応症

適応症

ビブリオ病
冷水病にじ

ます
のみ

使用禁止
期間



４.うなぎ目魚類に使用できる医薬品 ：使用基準の範囲

区　　　分 有効成分

鰭赤病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 ＊１ 経口投与 20 mg/kg・日 ２５日間 ４～６日間

スルファモノメトキシン又はそのナ
トリウム塩 ＊２

経口投与 200 mg/kg･日 ３０日間 －　

赤点病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 ＊１ 経口投与 5 mg/kg・日 ２５日間 ３～５日間

パラコロ病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 ＊１ 経口投与 20 mg/kg・日 ２５日間 ５日間

フロルフェニコール 経口投与 10 mg/kg･日 ７日間 ５日間

スルファモノメトキシン及びオルメ
トプリム配合剤 ＊３

経口投与 50 mg/kg・日 ３７日間 ５～７日間

塩酸オキシテトラサイクリン ＊２ 経口投与 50 mg（力価)/kg･日 ３０日間 －　

パラコロ病 抗菌・抗生物質 オキソリン酸 ＊１ 薬浴 水1t当たり5g　6時間 ２５日間 －　

イカリムシ症 駆虫剤 トリクロルホン（メトリホナート） 薬浴 飼育水1t当たり0.2g ５日間 －　

*１ ウナギにあっては飼育水の交換率が１日平均 50%以上の条件下に 25日間おかなければ食用に供するために水揚げしてはならない。

*２ ウナギにあっては体重100g以下のものについては 30日間、体重100gを超えるものについては、飼育水の交換率が１日平均 40%以上
　　の条件下に 30日間おかなければ食用に供するために水揚げしてはならない。

*３ ウナギにあっては体重100g以下のものについては 37日間、体重100gを超えるものについては、飼育水の交換率が１日平均 40%以上
　　の条件下に 37日間おかなければ食用に供するために水揚げしてはならない。

５.かれい目魚類に使用できる医薬品 ：使用基準の範囲

区　　　分 有効成分

滑走細菌症 消毒剤 ★ブロノポール 薬浴 海水１t当たり80 mL、1日1回2
時間薬浴（パイセスの場合）

３日間

連鎖球菌症 抗菌・抗生物質 塩酸オキシテトラサイクリン 経口投与 50 mg（力価)/kg･日 ４０日間 －　

アルキルトリメチルアンモニウムカ
ルシウムオキシテトラサイクリン

経口投与 50 mg（力価)/kg･日 ４０日間 －　

かれい目魚類 ： ひらめ、ほしがれい、まこがれい、まつかわ、など

うなぎ、などうなぎ目魚類 ：

用量
(投与期間)

用　　量
対象医薬品

用法
使用禁止

期間

用量
(投与期間)

適応症
対象医薬品

用法

（注意）滑走細菌症の医薬品(★印)の使用対象魚種は「50g以下のかれい目魚類稚魚」のみ
　　　　（「50g以下のかれい目魚類稚魚」以外に使用することはできません。）

用　　量
対象

魚種名

対象
魚種名

適応症

使用禁止
期間

うなぎ
目魚類

うなぎ
のみ

かれい
目魚類

・かれい目を対象としたニフルスチレン酸ナトリウム製剤は、平成26年4月1日以降製造されなくなりました。

お知らせ



６.ふぐ目魚類に使用できる医薬品 ：使用基準の範囲

区　　　分 有効成分

ビブリオ病 抗菌・抗生物質 塩酸オキシテトラサイクリン 経口投与 50 mg（力価)/kg･日 ４０日間 －　

駆虫剤 過酸化水素 薬浴 現場海水1m
3
当たり2kg 20～30

分間(マリンサワーSP30の場合)

－　

フェバンテル 経口投与 25 mg/kg・日 ２１日間 ５日間

駆虫剤 過酸化水素 薬浴 －　

駆虫剤 ピルビン酸メチル 薬浴 海水1m
3
当たり300mL １日間 －　

(マリンディップの場合、15分
間)

７.魚類全体に使用できる医薬品

区　　　分 有効成分

ウルソデオキシコール酸 経口投与 20 mg/kg・日

水溶性ビタミン
欠乏症

混合ビタミン製剤 パントテン酸カルシウム・リボフラ
ビン・塩酸ピリドキシン・ニコチン
酸アミド配合

経口投与 2 g/kg・日

ビタミンE製剤 トコフェロ－ル及び酢酸トコフェロール 経口投与 ﾋﾞﾀﾐﾝEとして100 mg/kg・日

脂溶性ビタミン
欠乏症

混合ビタミン製剤 レチノールパルミチン酸エステル・
コレカルシフェロール・トコフェ
ロール酢酸エステル

経口投与 0.025 mL/kg・日

脂溶性ビタミン
及び水溶性ビタ
ミン欠乏症

混合ビタミン製剤 レチノールパルミチン酸エステル・
コレカルシフェロール・トコフェ
ロール酢酸エステル・L－アスコルビ
ン酸ナトリウム

経口投与 0.025 mL/kg・日

麻酔剤 オイゲノール 薬浴 魚類：1/5,000～1/20,000希釈 ７日間

甲殻類：1/2,000～1/4,000希釈 １０日間

ふぐ目魚類 ：

現場海水1m
3
当たり1kg 20分間

（マリンサワーSP30の場合）

対象医薬品

用法 用　　量 休薬期間

用法

魚類
及び

甲殻類

対象
魚種名

適応症

用量
(投与期間)

ビタミンE欠乏
症

使用禁止
期間

対象
魚種名

胆汁酸製剤

適応症

肝機能減退によ
る発育障害

えらむし(ヘテ
ロボツリウム･
オカモトイ)

ふぐ目
魚類

魚類

はだむし(ネオ
ベネデニア･ジ
レレ、シュード
カリグス・フ
グ)

シュードカリグ
ス・フグ

とらふぐ、かわはぎ、うまづらはぎ、など

対象医薬品
用　　量



表２:有効成分別医薬品一覧（ワクチンなどの生物学的製剤を除く）
：使用基準の範囲

すずき目魚類
にしん目魚類(海水中
で養殖されているも
の。)

にしん目魚類(淡水中で養
殖されているもの。あゆを
除く。)

うなぎ目魚類 こい目魚類 かれい目魚類 ふぐ目魚類
かじか
目魚類

あゆ くるまえび

アモキシシリン 類結 × × × × × × × × ×

安息香酸ビコザマイシン 類結 × × × × × × × × ×

アンピシリン 類結 × × × × × × × × ×

エリスロマイシン レンサ × × × × × × × × ×

アルキルトリメチルアンモニウムカル
シウムオキシテトラサイクリン

レンサ
ビブリオ

× × × × レンサ × × × ×

塩酸オキシテトラサイクリン ビブリオ ビブリオ
せっそう
ビブリオ
レンサ

パラコロ × レンサ ビブリオ × × ×

オキソリン酸 類結
せっそう
ビブリオ

せっそう
ビブリオ

ひれ赤病
赤点病

パラコロ
エロモナス × × × ビブリオ ×

オキソリン酸（懸濁水性剤） 類結 × × × × × × × × ×

オキソリン酸（薬浴剤） × × ×
パラコロ

(うなぎのみ)
× × × × ビブリオ ×

ジョサマイシン レンサ × × × × × × × × ×

エンボン酸スピラマイシン レンサ × × × × × × × × ×

スルファモノメトキシン又は
そのナトリウム塩

ビブリオ
ノカルジア症

ビブリオ
せっそう
ビブリオ

ひれ赤病 × × × × ビブリオ ×

スルファモノメトキシンナトリウ
ム（薬浴剤）

× ×
せっそう
ビブリオ

× × × × × × ×

スルファモノメトキシン及びオル
メトプリムの配合剤

× × × パラコロ × × × × ビブリオ ×

チアンフェニコール
類結

ビブリオ
× × × × × × × × ×

塩酸ドキシサイクリン レンサ × × × × × × × × ×

フロルフェニコール
類結

レンサ
×

せっそう
ビブリオ

パラコロ × × × × ビブリオ ×

塩酸リンコマイシン レンサ × × × × × × × × ×

ホスホマイシンカルシウム
類結

エドワジエラ症
× × × × × × × × ×

スルフイソゾールナトリウム
類結(ぶりのみ)

ビブリオ(ぶりのみ)
ノカルジア症(ぶりのみ)

×
ビブリオ、冷水病
(にじますのみ)

×
カラムナリス
（こいのみ）

× × ×
ビブリオ
冷水病

×

有 効 成 分

対 　　　 象　　　  魚　　　  種

抗

菌

・

抗

生

物

質



：使用基準の範囲

すずき目魚類
にしん目魚類(海水中
で養殖されているも
の。)

にしん目魚類(淡水中で養
殖されているもの。あゆを
除く。)

うなぎ目魚類 こい目魚類 かれい目魚類 ふぐ目魚類
かじか
目魚類

あゆ くるまえび
有 効 成 分

対 　　　 象　　　  魚　　　  種

トリクロルホン（メトリホナー
ト）

× × ×
イカリムシ

(うなぎのみ)

イカリムシ
魚じらみ(こい、

ふなのみ)
× × × × ×

プラジクアンテル

はだむし(ベネデニア･セリオ
レ)、住血吸虫（カルジコラ・
オピストルキス）（くろまぐ
ろを含むすずき目魚類）

× × × × × × × × ×

塩化リゾチーム 白点病（まだいのみ） × × × × × × × × ×

過酸化水素
はだむし(ベネデニア･セリオ

レ)、
えらむし(ビバギナ･タイ)

× × × × ×

えらむし幼虫(ヘテロボツ
リウム･オカモトイ)、
はだむし(ネオベネデニア･
ジレレ，シュードカリグ
ス･フグ)

× × ×

フェバンテル × × × × × ×
えらむし(ヘテロボツ
リウム･オカモトイ)

× × ×

ピルビン酸メチル × × × × × ×
シュードカリグス･

フグ
× × ×

麻

酔

剤

オイゲノール

ポビドンヨード × ×
魚卵消毒

(さけ科のみ)
× × × × × × ×

ブロノポール × 魚卵消毒 魚卵消毒 × ×
滑走細菌

（50g以下の
もののみ）

× × 魚卵消毒 ×

ウルソデオキシコール酸 ×

グルタチオン 餌料性肝臓障害 × × × × × × × × ×

パントテン酸カルシウム・リボフ
ラビン・塩酸ピリドキシン・ニコ
チン酸アミド配合

×

トコフェロール及び酢酸トコフェ
ロール

×

レチノールパルミチン酸エステ
ル・コレカルシフェロール・トコ
フェロール酢酸エステル

×

レチノールパルミチン酸エステ
ル・コレカルシフェロール・トコ
フェロール酢酸エステル・L－アス
コルビン酸ナトリウム

×

消

毒

剤

ビ

タ

ミ

ン

剤

等

肝機能減退による発育障害

水溶性ビタミン欠乏症

ビタミンＥ欠乏症

脂溶性ビタミン欠乏症

脂溶性ビタミン及び水溶性ビタミン欠乏症

駆

虫

剤

魚類及び甲殻類の麻酔



表３：対象魚種をまちがいやすい水産用医薬品製品一覧（抗菌・抗生物質）

すずき目
にしん目（海水中で
養殖されるもの。）

にしん目（淡水中で
養殖されるもの。あ
ゆを除く。）

あゆ うなぎ目 こい目 かれい目

水産用ＯＴＣ－Ｑ１００「リケン」  ○

水産用ＯＴＣ－Ｑ２００「リケン」  ○

水産用ＯＴＣ－Ｑ散「ＴＧ」10％  ○ ○

水産用ＯＴＣ－Ｑ散「ＴＧ」20％  ○ ○

水産用ＱＴＣ10％散「ＫＳ」  ○ ○

水産用ＱＴＣ20％散「ＫＳ」  ○ ○

水産用ＱＴＣ20％「バイオ」 ○ ○

水産用アクアトップ－１００  ○ ○

水産用アクアトップ－２００  ○ ○

オキソリン酸 水産用オキソリッチ散  ○ ○ ○ ○ ○ ○

水産用オキソリン酸10％「ＳＰ」  ○ ○ ○ ○ ○ ○

水産用オキソリン酸10％散「ＫＳ」  ○ ○ ○ ○ ○ ○

水産用オキソリン酸20％散「ＫＳ」  ○ ○ ○ ○ ○ ○

水産用オキソリン酸5％散「ＫＳ」  ○ ○ ○ ○ ○ ○

水産用バイオスタット  ○ ○ ○ ○ ○ ○

水産用パラザン10％  ○ ○ ○ ○ ○ ○

水産用パラザン油剤  ○

オキソリン酸（懸濁水性剤） 水産用オキソリン酸懸濁液２００「リケン」  ○

水産用オキソリン酸懸濁液５０「リケン」  ○

水産用パラザンエース 
ぶり、かんぱち、まだ

い、くろだいのみ

オキソリン酸（薬浴剤） 水産用パラザンＤ  ○ うなぎのみ

スルファモノメトキシン 水産用ダイメトン散  ○ ○ ○ ○

水産用エクテシン   ○ ○

スルファモノメトキシンナトリウム 水産用ダイメトンソーダ  ○ ○ ○ ○

水産用スルファモノメトキシンソーダ純末「ＫＳ」 ○ ○ ○ ○

アクアフェンＬ   ○ ○ ○ ○

水産用フロルフェニコール２％液「ＫＳ」 ○ ○ ○ ○

アクアフェン   ○ ○

水産用バシックスＦｆ２５「リケン」 ○ ○

水産用フロルフェニコール「コーキン」 ○ ○

スルフイソゾールナトリウム イスランソーダ   ぶりのみ にじますのみ ○ こいのみ

製品名称有効成分

対象魚種（空欄の対象魚種には使用不可）

アルキルトリメチルアンモニウム
カルシウムオキシテトラサイクリ
ン

フロルフェニコール



表４:水産用ワクチン一覧（生物学的製剤）

1. あゆのビブリオ病不活化ワクチン

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

アユ・ビブリオ病不活化
ワクチン“日生研”

あゆ ビブリオ病 浸漬
本品10倍希釈時は1,000mL当たり総体重500g以下のあゆを2分間浸漬し、100倍希釈
時は1,000mL当たり総体重200g以下のあゆを10分間浸漬。10倍希釈使用ワクチン液
は10回まで反復して使用可能。

ピシバック　VA　アユ あゆ ビブリオ病 浸漬
本品10倍希釈時は1,000mL当たり総体重500g以下のあゆを2分間浸漬し、100倍希釈
時は1,000mL当たり総体重200g以下のあゆを10分間浸漬。10倍希釈使用ワクチン液
は10回まで反復して使用可能。

2. さけ科魚類のビブリオ病不活化ワクチン

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ピシバック　ビブリオ さけ科魚類 ビブリオ病 浸漬
本品を10倍希釈し、1,000mL当たり総体重500g以下の魚を2分間浸漬。使用ワクチン
液は10回まで反復して使用可能。

3. まはたのウイルス性神経壊死症不活化ワクチン

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

オーシャンテクトＶＮＮ まはた
ウイルス性神経壊死症

（血清型Ｃ型）
注射 まはた(約8g～約128g)の腹腔内に、１尾あたり0.1mLを１回注射。

○水産用ワクチンは、その使用に先立ち、水産試験場等の指導機関から水産用ワクチン使用指導書の交付を

　受けてください。

○販売店から水産用ワクチンを購入する際は、使用指導書を提示してください。

○水産用ワクチンは、指導機関の指示に従って使用してください。



4. ぶり（ぶり属魚類）のα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ピシバック　レンサ ぶり α溶血性レンサ球菌症
経口
投与

ぶり(約100g～約400g)に体重1kg当たり1日量としてワクチン10mLを飼料に混ぜて5
日間経口投与。

ピシバック　注
レンサα２

ぶり属魚
類

α溶血性レンサ球菌症 注射 ぶり属魚類(約20g～約200g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

アマリン　レンサ ぶり属魚類 α溶血性レンサ球菌症
経口
投与

平均魚体重約100～400gの健康なぶり属魚類に魚体重1kg当たり、1日量としてワク
チン0.5mLを飼料に混ぜて5日間経口投与。なお、3ヶ月以上の免疫効果を得るため
には、初回投与約3ヶ月後、魚体重1kg当たり、1日量としてワクチン0.125mLを飼料
に混ぜて5日間経口投与。

ポセイドン「レンサ球菌」 ぶり属魚類 α溶血性レンサ球菌症 注射 ぶり属魚類(約30g～約300g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

Ｍバック　レンサ注 ぶり属魚類 α溶血性レンサ球菌症 注射 ぶり属魚類(約30g～300g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを注射。

マリンジェンナー
レンサ１

ぶり属魚類 α溶血性レンサ球菌症 注射 ぶり属魚類(体重30g～300g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

5. β溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ひらめ 注射 ひらめ（体重約30～300g）の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを注射。

かわはぎ 注射 かわはぎ（体重約5g～100g）の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを注射。

マリンジェンナー
ヒラレン1

ひらめ β溶血性レンサ球菌症 注射 ひらめ（体重約30～300g）の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを注射。

Ｍバック　イニエ β溶血性レンサ球菌症



6. ひらめのエドワジエラ症（多糖アジュバント加）不活化ワクチン

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

“京都微研”
マリナ－Ed

ひらめ エドワジエラ症 注射
体重約20g～約50g(１回目ワクチン注射時)のひらめの腹腔内に連続注射器を用い、
0.1mLを２週間隔で２回注射。
　水揚げ禁止期間：１４日間

7. イリドウイルス病不活化ワクチン

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

まだい まだい(約5g～約20g)の腹腔内又は筋肉内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

ぶり属魚類 ぶり属魚類(約10g～約100g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

しまあじ しまあじ(約10g～約70g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

8. イリドウイルス病（油性アジュバント加）不活化ワクチン

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ノルバックス イリド mono ぶり イリドウイルス病 注射
ワクチンに希釈溶液を加えて混合し、ぶり(体重約30g～約90g)の腹腔内に連続注射
器を用いて、0.1mLを１回注射。

9. ぶり（ぶり属魚類）のα溶血性レンサ球菌症及びビブリオ病不活化ワクチン(２種混合ワクチン)

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ピシバック注
ビブリオ+レンサ

ぶり
α溶血性レンサ球菌症
J-O-3型ビブリオ病

注射 ぶり(約30g～約2kg)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

〝京都微研〟
マリナコンビ－２

ぶり属魚類
α溶血性レンサ球菌症
J-O-3型ビブリオ病

注射
平均魚体重30g～300gのぶり属魚類の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを1回注
射。

マリンジェンナー
ビブレン

かんぱち
α溶血性レンサ球菌症
J-O-3型ビブリオ病

注射
平均魚体重約30g～約300gのかんぱちの腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを1回注
射。

注射

やいとはた
ちゃいろまるはた

くえ
まはた

やいとはた、ちゃいろまるはた、くえ、まはた(約5g～約50g)の腹腔内に連続注射
器を用い、0.1mLを１回注射。

イリド不活化ワクチン
「ビケン」

イリドウイルス病



10. ぶり属魚類のイリドウイルス病及びα溶血性レンサ球菌症不活化ワクチン(２種混合ワクチン)

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

イリド・レンサ混合不活化
ワクチン「ビケン」

ぶり属魚類
イリドウイルス病

α溶血性レンサ球菌症
注射 ぶり属魚類(約10g～約100g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

11. ぶり及びかんぱちのα溶血性レンサ球菌症及び類結節症（油性アジュバント加）不活化ワクチン(２種混合ワクチン)

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ノルバックス類結／
レンサOil

ぶり
かんぱち

α溶血性レンサ球菌症
類結節症

注射
ぶり(約30g～約110g)及びかんぱち(約20g～約210g)の腹腔内に連続注射器を用い、
0.1mLを１回注射。

12. まだいのβ溶血性レンサ球菌症及びイリドウイルス病不活化ワクチン(２種混合ワクチン)

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ピシバック注
イニエ＋イリド

まだい
β溶血性レンサ球菌症

イリドウイルス病
注射

まだい（体重約5～約50g）の腹腔内又は筋肉内に連続注射器を用い、0.1mLを注
射。

13. ひらめのβ溶血性レンサ球菌症及びストレプトコッカス・パラウベリス感染症不活化ワクチン(２種混合ワクチン)

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

松研Ｍバック　ＩＰレンサ ひらめ
β溶血性レンサ球菌症

ｽﾄﾚﾌﾟﾄｺｯｶｽ･ﾊﾟﾗｳﾍﾞﾘｽ感染症
注射 ひらめ（体重約30～約300g）の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを注射。



14. ぶり及びかんぱち（ぶり属魚類）のイリドウイルス病、ビブリオ病及びα溶血性レンサ球菌症
不活化ワクチン（３種混合ワクチン）

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ピシバック　注　３混 ぶり属魚類
イリドウイルス病
J-O-3型ビブリオ病

α溶血性レンサ球菌症
注射 ぶり属魚類(約10g～約860g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

イリド・レンサ・ビブリオ
混合不活化ワクチン

「ビケン」

ぶり
かんぱち

イリドウイルス病
J-O-3型ビブリオ病

α溶血性レンサ球菌症
注射

ぶり又はかんぱち(約10g～約100g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注
射。

マリンジェンナー
イリドビブレン３混

ぶり
かんぱち

イリドウイルス病
J-O-3型ビブリオ病

α溶血性レンサ球菌症
注射

ぶり又はかんぱち(約10g～約100g)の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注
射。

15.

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ノルバックス　PLV３種Oil
ぶり

かんぱち

類結節症
α溶血性レンサ球菌症
J-O-3型ビブリオ病

注射
ぶり(約30g～約100g)及びかんぱち(約30g～約200g)の腹腔内に連続注射器を用い、
0.1mLを１回注射。

16.

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ピシバック　注　LVS かんぱち
α溶血性レンサ球菌症
J-O-3型ビブリオ病

ｽﾄﾚﾌﾟﾄｺｯｶｽ･ｼﾞｽｶﾞﾗｸﾁｴ感染症
注射

かんぱち(α溶血性レンサ球菌症では約20g～約160g、J-O-3型ビブリオ病及びスト
レプトコッカス・ジスガラクチエ感染症では約20g～約1.3kg)の腹腔内に連続注射
器を用い、0.1mLを１回注射。

ぶり及びかんぱちの類結節症、α溶血性レンサ球菌症及びビブリオ病（油性アジュバント加）

不活化ワクチン（３種混合ワクチン）

不活化ワクチン（３種混合ワクチン）

かんぱちのα溶血性レンサ球菌症、ビブリオ病及びストレプトコッカス・ジスガラクチエ



17.

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

ピシバック 注
LVPR／oil

ぶり
α溶血性レンサ球菌症
J-O-3型ビブリオ病

類結節症、イリドウイルス病
注射 体重約20g～約1kgのぶりの腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。 

18.

医 薬 品 名 対象魚種 対 象 疾 病 用 法 用 量

“京都微研”
マリナ－４

ぶり属魚類
α溶血性レンサ球菌症
J-O-3型ビブリオ病

類結節症、イリドウイルス病
注射 魚体重約30～300gのぶり属魚類の腹腔内に連続注射器を用い、0.1mLを１回注射。

不活化ワクチン（４種混合ワクチン）

不活化ワクチン（４種混合ワクチン）

ぶりのイリドウイルス病、ビブリオ病、α溶血性レンサ球菌症及び類結節症（油性アジュバント加）

ぶり属魚類のイリドウイルス病、ビブリオ病、α溶血性レンサ球菌症及び類結節症（多糖アジュバント加）



Ⅶ 参考資料

薬事関係法令の主要条文

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（旧薬事法）

（昭和三十五年法律第百四十五号）（抜粋）

（動物用医薬品の製造及び輸入の禁止）

第八十三条の二 前条第一項の規定により読み替えて適用される第十三条第一項の許可（医薬

品の製造業に係るものに限る。）を受けた者でなければ、動物用医薬品（専ら動物のために

使用されることが目的とされている医薬品をいう。以下同じ。）の製造をしてはならない。

２ 前条第一項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の許可（第一種医薬品製造

販売業許可又は第二種医薬品製造販売業許可に限る。）を受けた者でなければ、動物用医薬

品の輸入をしてはならない。

３ 前二項の規定は、試験研究の目的で使用するために製造又は輸入をする場合その他の農林

水産省令で定める場合には、適用しない。

（使用の禁止）

第八十三条の三 何人も、直接の容器若しくは直接の被包に第五十条（第八十三条第一項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定する事項が記載されている医薬品以外

の医薬品又は直接の容器若しくは直接の被包に第六十五条の二（第八十三条第一項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）に規定する事項が記載されている再生医療等製品

以外の再生医療等製品を対象動物に使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用す

る場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

（動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制）

第八十三条の四 農林水産大臣は、動物用医薬品又は動物用再生医療等製品であつて、適正に

使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損な

うおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見

を聴いて、農林水産省令で、その動物用医薬品又は動物用再生医療等製品を使用することが

できる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が

遵守すべき基準を定めることができる。

２ 前項の規定により遵守すべき基準が定められた動物用医薬品又は動物用再生医療等製品の

使用者は、当該基準に定めるところにより、当該動物用医薬品又は動物用再生医療等製品を

使用しなければならない。ただし、獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の治療又は予防

のためやむを得ないと判断した場合において、農林水産省令で定めるところにより使用する

ときは、この限りでない。

３ 農林水産大臣は、前二項の規定による農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするとき

は、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。



（その他の医薬品及び再生医療等製品の使用の規制）

第八十三条の五 農林水産大臣は、対象動物に使用される蓋然性が高いと認められる医薬品（動

物用医薬品を除く。）又は再生医療等製品（動物用再生医療等製品を除く。）であつて、適

正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を

損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の

意見を聴いて、農林水産省令で、その医薬品又は再生医療等製品を使用することができる対

象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべ

き基準を定めることができる。

２ 前項の基準については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同

条第二項中「動物用医薬品又は動物用再生医療等製品」とあるのは「医薬品又は再生医療等

製品」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十三条の五第一項及び同条第二項にお

いて準用する第八十三条の四第二項」と読み替えるものとする。

【罰則】（抜粋）

第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科する。

一 ～ 二十六 （略）

二十七 第八十三条の二第一項若しくは第二項、第八十三条の二の二第一項若しくは第二項、

第八十三条の三又は第八十三条の四第二項（第八十三条の五第二項において準用する場合

を含む。）の規定に違反した者

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令

（平成二十五年五月三十日農林水産省令第四十四号）（抜粋）

（定義）

第一条 この省令において「動物用医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（以下「法」という。）第八十三条の二第一項に規定する動物用

医薬品をいう。

２ この省令において「医薬品」とは、法第二条第一項に規定する医薬品（動物用医薬品を除

く。）をいう。

３ この省令において「対象動物」とは、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用さ

れる法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。

（動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準）

第二条 法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。

一 別表第一から別表第三までの動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品は、それぞれ、当

該動物用医薬品の種類に応じこれらの表の動物用医薬品使用対象動物の欄に掲げる動物

（以下「動物用医薬品使用対象動物」という。）以外の対象動物に使用してはならないこ

と。



二 別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対

象動物に使用するときは、それぞれ、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれら

の表の用法及び用量の欄に掲げる用法及び用量（当該動物用医薬品の成分と同一の成分を

含む飼料に当該動物用医薬品を加えて使用する場合にあっては、当該用量から当該飼料が

含む当該成分の量を控除した量）により使用しなければならないこと。

三 別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対

象動物に使用するときは、それぞれ、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれら

の表の使用禁止期間の欄に掲げる期間は、使用してはならないこと。

四 別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用

するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。

（獣医師による動物用医薬品の使用に係る指示）

第三条 獣医師は、別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用する場合は、そ

の診療に係る動物用医薬品使用対象動物の所有者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳

その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するた

め、食用に供するために出荷してはならない旨を別記様式第一号の出荷禁止指示書により指

示してしなければならない。

（動物用医薬品の使用に係る帳簿の記載）

第四条 動物用医薬品の使用者は、別表第一から別表第三までの動物用医薬品の欄に掲げる動

物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載す

るよう努めなければならない。

一 当該動物用医薬品の名称

二 当該動物用医薬品の用法及び用量

三 当該動物用医薬品を使用した年月日

四 当該動物用医薬品を使用した場所

五 当該動物用医薬品使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴

六 別表第一又は別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用した場合にあっ

ては、当該動物用医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するために

と殺し、若しくは水揚げし、又は出荷することができる年月日

七 別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用した場合にあっては、当該動

物用医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若し

くは水揚げし、又は出荷してはならない旨

（獣医師による動物用医薬品の使用の特例）

第五条 獣医師は、法第八十三条の四第二項 ただし書の規定により別表第一及び別表第二の

動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用する場合は、その診療に係る対象動物の所有

者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損

なうおそれがあるものの生産を防止するために必要とされる出荷制限期間（当該動物用医薬

品を投与した後当該対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するために出荷しては

ならないこととされる期間をいう。以下同じ。）を別記様式第二号の出荷制限期間指示書に

より指示してしなければならない。この場合において、これらの表の動物用医薬品の欄に掲



げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、当該動物用医薬品使用対

象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間以上の期間を出荷制限期間

として指示しなければならない。

（医薬品の使用者が遵守すべき基準）

第六条 法第八十三条の五第一項 の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。

一 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品は、当該医薬品の種類に応じ同表の医薬品使用対

象動物の欄に掲げる動物（以下「医薬品使用対象動物」という。）以外の対象動物に使用

してはならないこと。

二 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用するときは、同表の

使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。

（獣医師による医薬品の使用に係る指示）

第七条 獣医師は、別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を使用する場合は、その診療に係る

医薬品使用対象動物の所有者又は管理者に対し、当該対象動物の肉、乳その他の食用に供さ

れる生産物で人の健康を損なうおそれがあるものの生産を防止するため、食用に供するため

に出荷してはならない旨を別記様式第一号の出荷禁止指示書により指示してしなければなら

ない。

（医薬品の使用に係る帳簿の記載）

第八条 医薬品の使用者は、別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使

用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。

一 当該医薬品の名称

二 当該医薬品の用法及び用量

三 当該医薬品を使用した年月日

四 当該医薬品を使用した場所

五 当該医薬品使用対象動物の種類、頭羽尾数及び特徴

六 当該医薬品使用対象動物及びその生産する乳、鶏卵等を食用に供するためにと殺し、若

しくは水揚げし、又は出荷してはならない旨

動物用医薬品等取締規則

（平成十六年農林水産省令第百七号）（抜粋）

（対象動物の範囲）

第二十四条 法第十四条第二項第三号ロ（同条第九項において準用する場合を含む。）の農林

水産省令で定める動物は、次に掲げる動物とする。

一 牛、馬及び豚

二 鶏及びうずら

三 蜜蜂

四 食用に供するために養殖されている水産動物



使用場所

(池名、生け簀名) 水揚げ年月日 出荷先・出荷量

～

～

～

～

～

(例１)
平成○年○月○日

～
平成○年○月○日
（連続投与の場合）

XXX ぶり XXXX XXXｇ 水産用△△△散 飼料添加 XXｇ 平成×年×月×日 平成△年△月△日

(例２)
平成○年○月○日

～
（単回投与の場合）

XXX うなぎ XXXX XXXg 水産用△△△散 飼料添加 Xｇ 平成×年×月×日 平成△年△月△日

①　「使用医薬品名」については、使用した医薬品の品目名を記載してください。

②　「使用方法」については、「飼料添加」、「薬浴」等の別を記載をしてください。

③　「使用量」については、使用した医薬品の投与量であるか、有効成分の投与量であるかがわかるように記載してください。

   省令第５条に規定されている出荷制限期間指示書により医薬品を使用した場合は、出荷制限期間を確認した上、使用日の翌日から起算し、その期間の最終日の翌日を記載してください。⑤

　省令の別表第１及び別表第２で飼育水の交換率が定められている動物用医薬品については、水揚げ前一定期間の飼育水の交換率を備考欄に記載してください。

水産用医薬品の使用記録（例）

魚種名 推定尾数 平均魚体重 使用医薬品名 使用方法
疾病名

使用量 備考
出荷情報

④　「水揚げできる年月日」については、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令（平成25年農林水産省令第44号。以下｢省令｣という。）の別表第１及び別表第２に基づき医薬品を使用した場合は、使用禁止期間を確認した上、使用日の
翌日から起算し、その期間の最終日の翌日を記載してください。休薬期間の定められた医薬品も同様です。

水揚げできる
年月日

使用年月日
(発生日も記載)

　獣医師の指示により省令の別表第３の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を使用した場合にあっては、水揚げし、又は出荷してはならない旨を備考欄に記載してください。

⑥

⑦

XXXX病

XXXX病

XXX・○○○kg

XXX・○○○kg

□□・○○○kg

下記⑥⑦に
該当する場
合記載

下記⑥⑦に
該当する場
合記載



参考となるホームページ

○全般

・農林水産省（水産動物の病気を防ぐために）（ページ下部に薬剤耐性対

策アクションプラン等を掲載）

（http://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/index.html）

○動物用医薬品について

・農林水産省動物医薬品検査所

（http://www.maff.go.jp/nval/）

動物用医薬品等データーベース

（主要な動物用医薬品の商品名称、主成分、対象動物等での検索等）

（http://www.nval.go.jp/asp/asp_dbDR_idx.asp）

・公益社団法人日本動物用医薬品協会

（http://jvpa.jp/jvpa/）

○関係法令検索について

・法令データ提供システム

（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi）

○ポジティブリスト制度等について

・厚生労働省

（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html)

・独立行政法人農林水産消費安全技術センター

（http://www.famic.go.jp/index.html）

○魚の病気、養殖について

・国立研究開発法人 水産研究・教育機構

（http://nria.fra.affrc.go.jp/）

・公益社団法人 日本水産資源保護協会

（http://www.fish-jfrca.jp/）

・一般社団法人 全国海水養魚協会

（http://www.yoshoku.or.jp/）

http://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/index.html
http://www.maff.go.jp/nval/
http://www.nval.go.jp/asp/asp_dbDR_idx.asp
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html
http://www.famic.go.jp/index.html
http://nria.fra.affrc.go.jp/
http://www.fish-jfrca.jp/
http://www.yoshoku.or.jp/


養殖用として生きている対象動物を輸入する場合、農林水産大臣の

輸入許可が必要です。また、生きていない対象動物であっても魚粉・

魚油以外の飼料等養殖に供するものも輸入許可が必要です。

【魚類】 サケ科魚類、コイ、キンギョその他のフナ属魚類、

コクレン、ハクレン、アオウオ、ソウギョ、マダイ、

ナイルティラピア

【甲殻類】 クルマエビ科（クルマエビ、バナメイエビ、ウシ

エビ等）、サクラエビ科アキアミ属、テナガエビ科

【貝類等】 トコブシ、フクトコブシ、エゾアワビ、クロアワビ、

マダカアワビ、メガイアワビ、マガキ属、
ホタテガイ、マボヤ

※ 対象疾病は農林水産省ホームページを御参照下さい。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_boueki/sui_boueki2.html

水産防疫の対象動物

養殖水産動物等に大きな被害をもたらす伝染性疾病の侵入と
まん延を防ぎ、持続的な養殖生産の確保を図りましょう！

１．水産防疫の対象動物

３．輸入防疫：輸入許可

２．国内防疫：疾病発生時の届出義務
養殖等している対象動物が対象疾病にかかっている疑いがあること

を発見した場合、都道府県水産防疫担当部局への速やかな届出が

必要です。
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